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【法人について】
　平成4年に開設された社会福祉法人的場

会は、内科医によるへき地診療が原点と

して、当初から看取り介護を行ってきま

した。特養でありながら、「356日医療対

応可能」な施設としてスタートし、今で

も週4日は医師が常駐しています。高齢化

社会が進む中、社会福祉法人として地域

における様々なニーズに幅広く対応する

ため、『快適・安心・活力』の理念を基本に、

利用者の人権を尊重し、明るく楽しく笑

顔で生活できる「暮らしの場」となるよ

うな施設づくりを目標としています。

　職員が一丸となって入居者・利用者に

寄り添い、安心して生活できるように、

また、地域に愛される施設運営をしてい

ます。
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お話を伺った方
　施設長　倉持久美子さん
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【働きやすさへの工夫】
　的場会では、開設当初から時間休の取

得が可能など、働きやすい職場づくりに

は力を入れてきました。年間で３～４人

は産・育休制度を活用していますし、男

性職員の育休取得も勧めています。休暇

も多く、公休の他に誕生日休暇もありま

す。資格の取得についても積極的に支援

しています。介護福祉士を取得すると資

格手当も付きますし、資格取得にかかっ

た費用の半分を補助しています。暑気払

い会やソウェルクラブ、各種お祝い金制

度などの福利厚生にも力を入れています。

【採用について】
　働きながら資格を取得することを支援

しているので、働きたいという思いがあ

れば、未経験者でも歓迎しています。子

育てのために

お仕事から離

れていた方の

復帰の場とし

ても活用して

いただきたい

です。障がい

を持たれてい

る方の雇用も積極的に行っています。

【３つ星を取得して】
　制度としてはあったものの、きちんと

運用できていなかった部分の再点検の良

い機会になりました。例えば休暇取得の

細かなルールなどは、これまで漠然と行っ

ていた部分を明確にすることができまし

たし、ボランティアの受け入れはしてい

ましたが、マニュアルが不十分だったの

で整備しました。

　これからの介護の仕事を、ＡＩに盗ら

れない仕事、人が人にしてほしい仕事と

して残していくためには、３つ星を取得

したことのプライドを持つことは大切で

すが、この制度を私たちがどう活用して

いくかがこれから本当に問われていくの

だと思っています。
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